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産業建設常任委員会委員長報告 
             （令和元年１０月１日） 

 
産業建設常任委員会に付託されました議案について、 

審査の経過概要とその結果を報告いたします。 

まず、第１号議案、令和元年度一般会計補正予算の本委員会 

所管分でありますが、その主な内容は、 

・農林水産業費では、ＩＣＴやロボット技術を活用した、スマート

農業の導入を支援する経費として、地域営農担い手条件整備事業

経費の増額補正。 

・商工費では、消費税率の引上げによる家計に与える影響の緩和や

地域の消費を下支えするため、プレミアム付商品券事業経費の 

増額補正及び「麒麟がくる 京都大河ドラマ館」のおもてなし 

態勢をさらに、構築するための経費として、「麒麟がくる」推進 

事業経費の増額補正。 

・土木費では、京都・亀岡保津川公園の整備経費として、公園緑地

整備事業費の増額補正。また、地域こん談会等の要望を踏まえ、

道路維持経費、河川維持経費及び街路灯管理経費の増額補正を 

行うものであります。 

別段異論なく、採決の結果は全員をもって原案可決すべきものと

決定しました。 
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 次に、 

第３号議案、令和元年度 土地取得事業 特別会計補正予算に 

ついては、京都・亀岡保津川公園の事業用地としての売り払いに 

よる収入を一般会計へ繰り出す経費を追加するものであります。 

別段異論なく、採決の結果は全員をもって原案可決すべきものと

決定しました。 

 

次に、第４号議案、令和元年度 水道事業会計 補正予算について

は、水道施設運転監視業務に係る債務負担行為について予算に 

定めるものであり、また、第５号議案、令和元年度 下水道事業 

会計 補正予算については、年谷浄化センター等維持管理業務に係る

債務負担行為について、予算に定めるものであります。 

 別段異論なく、採決の結果は全員をもって原案可決すべきものと

決定しました。 

 

次に、第１３号議案、自転車等 駐車場条例の一部改正は、 

亀岡駅北 土地区画整理事業の進捗に伴い、ＪＲ亀岡駅北口  

自転車等駐車場の位置を変更するとともに、使用料を改定しようと

するものであり、別段異論なく、採決の結果は全員をもって 

原案可決すべきものと決定しました。 
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次に、第１４号議案、都市公園条例の一部改正は、 

保津川かわまちづくり計画に基づき整備された保津川左岸河川敷を、

新たに都市公園法に基づく都市公園として位置付けようと 

するものであり、別段異論なく、採決の結果は全員をもって 

原案可決すべきものと決定しました。 

なお、公園の利用に際しては、環境に配慮し、 

ごみのポイ捨てを無くすための対策を講じるべき 

との意見がありました。 

 

次に、第１５号議案、水道事業給水条例及び亀岡市下水道条例の

一部改正は、水道法の一部改正により指定給水装置 工事事業者の 

指定に係る更新手数料を定めるとともに、下水道の排水設備に係る

指定工事業者の更新手数料を、指定給水装置 工事事業者の 

更新手数料と同額に改めようとするものであり、別段異論なく、 

採決の結果は全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

次に、第５７号議案、訴えの提起については、 

西別院町万願寺地内の市有地において、権原なく建物を建てて 

土地を占有している者に対し、建物の収去と土地の明け渡しを 

求めて訴えを提起しようとするものであります。 

別段異論なく、採決の結果は全員をもって原案可決すべきものと

決定しました。 
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次に、第５９号議案、市道路線の認定、廃止及び変更については、

市道路線について、９路線を認定し、１路線を廃止し、５路線を 

変更しようとするものであり、別段異論なく、採決の結果は 

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

 

以上、簡単ではありますが本委員会の報告といたします。 
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